
様式第一号（一） （第九条、第二二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業背皮び所有事業者用）

令和 5 年4 月 1 日

金沢市長村山卓 殿

届出者 〒920-0981

住所 石川県余沢市片町2丁目25番19号
株式会社サイジョーエステート

氏名 代表取締役 西上悟
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-229-7000

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）

の規定に基づき、令和 5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます．

1 ．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

’ 保管事業場の名称
保管事業場の所在地

’|電誌番号’電話番号’特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

’保管の場所

①前年度の3月3旧に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

’ 量 ’’ 廃棄物の型式等 保管の状況
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(日本工業規格A列4番）
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（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等
、 1
m

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由’

番号 廃棄物の種類 総重量
（1台当たり
ilt凧×台数）

参考事項製造者名 型式 製造年月 表示記号
等

定格
容量

台数又は
容器の数

台該当なし

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等
邑
唾

保管終了
年月日

濃度
区分

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

番号 総重量
( 1台､当たり
爪硫×台数）

参考事項廃棄物の種類

鑿製造者名 型式製造年表示記号月 等
台数又は
容器の数

’
該当なし

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

自ら処分した場合 処分を委託した場合廃棄物の型式等 量

濃度
区分蕊製造脅名型式|製曾年表示記号等 ’

総重量
（1台､鼎たり

in股×台数）

参考事項番号 廃棄物の種類 処分
年月日

処分
年月日

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

台数又は
容器の数

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

’ ’該当なし

， ｜ ’



(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称 興伸ビル

金沢市片町2丁目2番21号所在事業場の所在地

’ |電誌番号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名
株式会社サイジョーエステート代表取締役西上悟 076-229-7000

所在の場所 同上

①前年度の3月3旧に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

濃度
区分

１
１
１

総重量
（1台当たり

亜最×台数）

参考事項番号 製品の種類 廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

定格
容量

台数又は

容器の数製造者名 型式 製造年月表示記号
等

台未定 低濃度変圧器（トランス） 545kg 6. 0mg/k975kVA 松下電器31-001 1968. 12 ’

《
ロ未定 低濃度303kg 2.3mg/k9変圧器（トランス） 50kVA 松下電器31-002 1968. 10 I

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 品

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由’ ’

総重量
（】台､%たり
煎踊×台数）

参考事項番号 製品の種類 台数又は
容器の数

定格
容晶

製造年月表示記号
等

製造者名 型式

該当なし



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

番号 製品の種類 総重量
（1台､$たり
in賊×台数）

参考事項
蕊製適誉名 型式製造年月表誓号

台数又は
容器の数

該当なし

1 ． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はボリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2． 届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11~ 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12~ 「保管の状況」の柵のうち、 「容器の性状」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13. 「保管の状況」の柵のうち、 「囲い等の有無」の樅|には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14~ 「保管の状況」の柵のうち、 「分別・混在の別」の棚には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の棚には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



(第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の棚には、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例？ 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、

「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

20． 「処分年月日」の柵には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ

き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品については

記載しなくて購わない。

26． この届出に係るボリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、 当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知

を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す

ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

28．都道府県知事が定める部数を提出すること。



様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ビフエニル廃棄物等の保管及び処分状況等届閉書（保管事業者及び所有事業者用）

金沢市長 殿
令和5年6 月 6 日

届出者

住所金沢市柳橋町丙3－1

氏名 株式会社サンレー 代表取締役佐久間庸和
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-258-1230

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（怯第15条及び第19条において読み替えて準州する場合を含む。 ）
の規定に基づき、令和 5 年度のボリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

l . ポリ塩化ビフェニル廃棄物について
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(日本工業規格A列4番）



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管開始
年月口

保管開始
理由

番号 廃棄物の種類 総重量
（1台､』iたり
1K杣×台数）

定格
容量

表示記号
等

参考事項台数又は
容器の数

製造者名 型式 製造年月

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 鼠

濃度
区分

保管終r
年月H

保管終了
理由

移動先の保管の場所帷びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

番号 廃棄物の種類 総重量
（ 1台､'iたり

i耐11×台敬）

定格
容量

製造年
月

参考事項表示記号
等

台数又は
容器の数

製造昔名 型式

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 減 自ら処分した場合 処分を委託した場合
濃度
区分

総重量
（ 1台.11たlj
inM:×台政）

番号 廃棄物の種類 定格
容量

製造年
月

参考事項表示記号
等

台数又は
容器の数

処分
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分委託
年月'二1

処分受託者の
名称

処分
年月日

製造省名 型式
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2~ ポリ塩化ピフェニル使用製品について

所在事業場の名称 株式会社サンレー古府紫雲閣

金沢il丁古府1-226所在事業場の所在地
~~~~~~
~

ボリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名 |電話番号’電話番号総務課伊藤充 076-258-1230

所在の場所 金沢市柳橋町丙3番地1

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量
下 濃度

区分
番号 製品の種類 定格

容量
廃棄予定
年月

総重量
（ 1台､01たり

'R縦×台敬）

表示記号

等
処分業者との
調整状況

参考事項台数又は
容器の数

製造者名 型式 製造年月

変圧器（トラン
ス）

1 調査の結果判明
PCB 44nlk/kE

三菱電機 SF-1､形75 KvA 1987年 左記期日までに廃棄予定II181852 R93 235 kg 低濃度I

変圧器（トラン
ス）

2 ＝菱電機 調査の結果判明
PCB 5.2111g/kg

IOO KvA RA-'1,形 1986年 左記期日までに廃棄予定H200569 R’3 350 kg 低濃度1

コンデンサー3 東芝3(） KVA 1978年 左記期日までに廃棄予定V5502495 R9.3 1 不明 使用中

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）
製品の型式等 量

所有開始
年月|ヨ

所有開始
場所

所有開始
理由

番号 製品の種類 定格
容量

総重量
（ 1台､l1たり
'、峨×台数）

表示記号
等

台数又は

容器の数
参考事項製造者名 型式 製造年月
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③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

製品の穂類番号 総重量
（ 1行､‘iたｹﾉ

l1iIlt×台数）

定格
容量

参考事項台数又は
容器の数

覆示記号
等

製造者名｜ 型式 製造年月

｜ ’

備考 1 ． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30pまでに提出すること。
2~届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3 I保管事業場の名称j及び「保管事業場の所在地」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入-ﾘｰること。また、 I所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－()() 1）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の柵には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等lの欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等jを記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること （例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ボリ塩化ビフ』_ニル
廃棄物については記入しなくて術わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の柵には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総瞳鐵」の柵には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重駄を記載すること。その他
~ のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

1() ~ 「濃度区分」の柵には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は’､不明」のうち核当するものを記入すること。なお、 「高淡度」 とは,冑i濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ボリ塩化ビフェニル使叶i製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高機度ボリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使川製品の略称である。

1 1． 「保管の状況l として、新たにボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たボリ塩化ビブェニル廃乗物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の柵lのう･ら、 「容器の性状」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る褐,jﾐ板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の柵lのうち、 「分別・混在の別」の棚には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の棚のうち、 「漏れ等のおそれ」の棚には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。
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16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委托契約の締結状況等を記入寸一る
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること （例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kRj 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． ｜保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡しj及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了したuを記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 『①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ボリ塩化ビフェニル使用
製品以外のボリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ボリ塩化ビフエニル使用電気工作物」 とは、電気事業法（昭和39年法律第17()号）第2条第1項第18号に規定する電気l作物である高濃度ボリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製鈷の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記戦しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該とれらの書類に記載される事項に相当する事.項を記録した瓶磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30pにおいて、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった|]から1 （)日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。

























様式第一・号（一） （第九条、第二-'一条及び第二十七条関係）
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

年 月 日

金沢市長 殿

金沢市西金沢5丁目2

届出者 株式会社サイジョー｝

住所侭永取締役綾上
氏名

全遼壷役所

旦
句

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 c>73-｡L17- 7-oa
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の惟進に関する特別描置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準則する場合を含む。 ）

の規定に基づき、令和 4年度のボリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1 ．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称 ミリオン片町ビル

保管事業場の所在地 金沢市片町2丁目13－11

|電話鵬’電話爵号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 西_'二 悟 (）76－229－70（）0

保管の場所 ミリオン片町地下1階

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

保管の状況廃棄物の型式等
昼
里

処分予

定
年月 I

台数又
は

容器の
数

濃度
区分

処理業者との
調整状況

分別・

混在の
別

参考事項総重量
（1台､【iたり

通碓×台数）

番号 廃棄物の繩緬 容器の
性状蕊製造誉名 型式製造年月表奪2号

等
無

い
有

囲
の

漏れ等の

おそれ

9ﾉ溝鍾署 境変圧器（トラ
ンス）

－
１

羽
Ⅱ

なし なし 分別 なし低濃度75 1(VA三菱電機 SF-T I98i 1 台305.0 kg

澁帥 隊一・t".]

’
変圧器（トラ

ンス）

29－

002

〃
低濃度 なし なし 混任 なし80 1(VA三菱電機 RA I968 1 台410.0 kg″

(日本産業規格A列4番）
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②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管開始

年月日
保管開始
理由’番号 廃棄物の種類 総重量

（ 1台､Hたり

輌母×台数）

参考事項定格

容量
型式 製造年月 表示記号

等

台数又は

容器の数
製造者名

■’
~

~

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

量廃棄物の型式等
濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地蕊製逼舂酋 型式製造年表示記号月 等

台数又は 総重量

容器の数拙醸無P
番号 廃棄物の種類 参考事項

’ ’ ’ ’
④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

’ ｜ 量 … ~ 自ら処分した場合 処分を委託した場合
濃度

廃棄物の型式等

区分蕊製造脅名 型式 製脅年
番号 総重量

（ 1台､昂たり

砿瞳×台数）

廃棄物の種類 参考事項処分

年月日
処分委託

年月日

処分

年月日

表示記号

等

台数又は
容器の数

処分後の廃棄物の

穂類及び処分先
処分受託者の

名称

｜
’

１ ； 鯉蕊,瀞R砧ユ
コンデンサー

(3kg以上）

恥
度30 KVA 東芝鮴

シバ

ノール
1965 1 33. 0 kg01-001 R3. 3

上皇
1 1

’ ’ ’
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2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称 ミリオン片町ビル

金沢市片町2丁目13－11所在事業場の所在地

|電誌番号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名
西上悟 (）76－229－7000

’所在の場所

①前年度の3月3旧に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

廃棄の見込み 扇製品の型式等
濃度
区分

参考事項総重量
（1台､%たり
i而吸×台数）

番号 製品の種類 処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

廃棄予定
年月

定格
容最

製造者名 型式 製造年月表示記号
等

a嫡崇塚
泣9中 〃r←ﾋス’

1 台305. 0 kg 低濃度変圧器（トランス） 75 KVA三菱電機 SF-T 198129-003

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始
場所

所有開始
理由

所有開始
年月日

参考事項総重量
(1台当たり
覗最×台数）

製品の種類番号 台数又は
容器の数

定格
容量

製造者名 型式 製造年月表示記号
等

｜ ’
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③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 鑓

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

’番号 製品の種類 総重量
（1台uiたり
敢眼×台数）

蕊製造脅名 型式製造年月表零号 参考事項台数又は
容器の数

~ ~ ｜~

備考 1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例：28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の棚には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7~ 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
ヴ

廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の柵には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高溌度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12~ 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の棚のうち、 「分別・混在の別」のｲMには、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の柵のうち、 「漏れ等のおそれ」の棚には、保管中のポリ塩化ビフエニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。
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16． 「処分業者との調整状況」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例？ 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△Ⅲg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の柵には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の柵には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の柵には、実|際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21 . 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22~ 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23~ 「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28~都道府県知事が定める部数を提出すること。
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令和 5 年 6 月 20 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

4-001 W 松下電工
品番

FZ4022348

塩化ビ
フェニー

ル
未定 3 台 5.8 kg 高濃度

囲い無、
掲示無

分別 なし

住　所

氏　名

電話番号

濃度
区分

　金沢市山の上町4－17

　金沢市山の上町4－17

　078-771-2459

JESCOに登録予
定

ペール缶蛍光灯用安定器

処理業者との
調整状況

40×2

廃棄物の種類

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

容器の
性状

坂戸省三

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

届出者   

の規定に基づき、令和

定格
容量

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

電話番号

量

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

（第１面）

保管の場所

5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

兵庫県明石市太寺1丁目19番9号

　店舗貸主　坂戸省三

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

　078-771-2459

金沢市長

保管事業場の名称

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項

　株式会社　鶴一屋

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）



（日本産業規格　Ａ列４番）



4-001 W 台 kg 高濃度

型式 製造年月

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

定格
容量

処分
年月日

表示記号
等

量
濃度
区分

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合

廃棄物の型式等

表示記号
等

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

総重量
（１台当たり
重量×台数）

塩化ビフェ
ニール

濃度
区分

天井裏で発見

廃棄物の種類

量

3 5.8蛍光灯用安定器

型式 製造年月製造者名

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

40×2 松下電工
品番

FZ4022348

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日

R5.6.16

定格
容量



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製品の型式等

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量

所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

台数又は
容器の数

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

量

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

所在の場所



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）





1．保管場所　　　　　　　　　　2．容器内　　　　　　　　　　　　　　3．蓋の形状

4．①容器ごと重量　　　　　　　　　　4．②　1台の重量　　　　　　　　4．③　3台の重量

坂戸省三



様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第１面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 5 年 6 月 1 日
金沢市長 殿

届出者   
住　所

氏　名 三善製紙株式会社　代表取締役社長　星野　利典
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

の規定に基づき、令和 元 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称 三善製紙株式会社　金沢工場

保管事業場の所在地

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 製造部　施設課　本波　和利 電話番号 076-267-1151

保管の場所

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量 保管の状況

参考事項
製造者名 型式 製造年月

（日本工業規格　Ａ列４番）

金沢市金石北3丁目1-1

076－267－1151

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

金沢市金石北3丁目1-1

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

処分予定
年月

濃度
区分

処理業者との
調整状況定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

容器の
性状

囲い等
の有無

分別・
混在の
別

漏れ等の
おそれ



（第２面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量 自ら処分した場合 処分を委託した場合

参考事項
製造者名 型式 製造年月

29-001 変圧器 50 KVA PS6-K2 1973 1 264 kg 2022.11.23 2022.12.9

29-002 1 0.02 kg 2022.11.23 2022.12.9

29-003 変圧器 100 KVA 富士電機 FHB-EO 1988 1 380 kg 2022.11.23 2022.12.9

29-004 1 0.021 kg 2022.11.23 2022.12.9

29-005 変圧器 1000 KVA なし S49 1 3880 kg 2022.11.23 2022.12.9

29-006 1 0.016 kg 2022.11.23 2022.12.9

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分
濃度
区分

定格
容量定格
容量

表示記号
等

台数又は
容器の数
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日処

分
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先処分

後の廃棄物の
種類及び処分先

処分委託
年月日処分

委託
年月日

処分受託者の
名称処分受託者

の
名称

処分
年月日処

分
年月日

東京芝浦
電気

台
台

低濃
度

株式会社富山環
境整備

0.89㎎/㎏

その他（29-
001サンプリン
グ容器）

個
個

低濃
度

株式会社富山環
境整備

0.89㎎/㎏

台
台

低濃
度

株式会社富山環
境整備

20㎎/㎏

その他（29-
003サンプリン
グ容器

個
個

低濃
度

株式会社富山環
境整備

20㎎/㎏

愛知電気
工作所

台
台

低濃
度

株式会社富山環
境整備

2.3㎎/㎏

その他（29-
005サンプリン
グ容器

個
個

低濃
度

株式会社富山環
境整備

2.3㎎/㎏



29-008 1 0.015 kg 2022.11.23 2022.12.9

29-010 1 0.021 kg 2022.11.23 2022.12.9

29-011 変圧器 75 KVA 1978 1 480 kg 2022.11.23 2022.12.9

29-012 1 0.022 kg 2022.11.23 2022.12.9

1-001 200 KVA 東芝 1988 1 64.0 kg 2022.11.23 2022.12.9

1-002 2 0.038 kg 2022.11.23 2022.12.9

1-003 200 KVA 東芝 1988 1 64.0 kg 2022.11.23 2022.12.9

1-004 2 0.032 kg 2022.11.23 2022.12.9

1-005 200 KVA 東芝 1988 1 台 64.0 kg 2022.11.23 2022.12.9

1-006 2 個 0.035 kg 2022.11.23 2022.12.9

1-007 変流器 40 VA 明電舎 CNPO-70 1981 1 台 300.0 kg 2022.11.23 2022.12.9

1-008 2 個 0.078 kg 2022.11.23 2022.12.9

その他（29-
007サンプリン
グ容器

個
個

低濃
度

株式会社富山環
境整備

7.4㎎/㎏

その他（29-
009サンプリン
グ容器

個
個

低濃
度

株式会社富山環
境整備

1.0㎎/㎏

北陸電気
製造

FH75T6-
75D

台
台

低濃
度

株式会社富山環
境整備

1.6㎎/㎏

その他（29-
011サンプリン
グ容器

個
個

低濃
度

株式会社富山環
境整備

1.6㎎/㎏

高圧進相コン
デンサ

BRTR-
A3J2R1

台
台

低濃
度

株式会社富山環
境整備

0.56㎎/㎏

その他（1-001
サンプリング

容器）

個
個

低濃
度

株式会社富山環
境整備

0.56㎎/㎏

高圧進相コン
デンサ

BRTR-
A3J2R1

台
台

低濃
度

株式会社富山環
境整備

0.64㎎/㎏

その他（1-003
サンプリング

容器）

個
個

低濃
度

株式会社富山環
境整備

0.64㎎/㎏

高圧進相コン
デンサ

BRTR-
A3J2R1

低濃
度

株式会社富山環
境整備

0.55㎎/㎏

その他（1-005
サンプリング

容器）

低濃
度

株式会社富山環
境整備

0.55㎎/㎏

低濃
度

株式会社富山環
境整備

0.57㎎/㎏

その他（1-007
サンプリング

容器）

低濃
度

株式会社富山環
境整備

0.57㎎/㎏



（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称 三善製紙株式会社　金沢工場

所在事業場の所在地

製造部　施設課　本波　和利 電話番号 076-267-1151

所在の場所

番号 製品の種類

製品の型式等 廃棄の見込み 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

29-007 変圧器 300 KVA なし 1974 2023.6 日時調整中 1 台 690 kg 低濃度

29-009 変圧器 30 KVA PS6-K2 1973 2023.6 日時調整中 1 台 166 kg 低濃度

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

製品の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

金沢市金石北3丁目1-1

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

濃度
区分定格

容量
表示記号

等
廃棄予定

年月
処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

愛知電気工
作所 7.4㎎/㎏

東京芝浦電
気（株） 1.0㎎/㎏

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）



（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号 製品の種類

製品の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

備考 １．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    廃棄物については記入しなくて構わない。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    こと。

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）



（第５面）

１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ





令和 5 年 6 月 1 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

有限会社サンライズテクニカ

石川県金沢市打木町東１３３９

076-249-0727

076-249-0727

処理業者との
調整状況

該当なし

容器の
性状

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

届出者   

の規定に基づき、令和

定格
容量

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

廃棄物の種類

住　所

氏　名

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

（第１面）

保管の場所

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

電話番号

濃度
区分

取締役　南　博文

有限会社サンライズテクニカ

石川県金沢市打木町東１３３９

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
取締役　南　博文

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

金沢市長

保管事業場の名称

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項

電話番号

量



（日本産業規格　Ａ列４番）



型式 製造年月

該当なし

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

該当なし

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

該当なし

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

表示記号
等

量
濃度
区分

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合

定格
容量

処分
年月日

廃棄物の型式等

表示記号
等

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

廃棄物の種類

量

型式 製造年月製造者名

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日定格

容量



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

23.1 30 KVA 松下 Ｈ１.３ 不明

13.2 100 KVA 日立 Ｈ１ 不明

23.2 20 KVA 日立 Ｈ１ 不明

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

高圧トランス １台

取締役　南 博文

石川県金沢市打木町東１３３９

076-249-0727

製品の型式等

製品の種類

所在の場所

高圧トランス １台

高圧コンデンサ １台

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量

所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

なし

台数又は
容器の数

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

量

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

有限会社サンライズテクニカ

石川県金沢市打木町東１３３９



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

なし

備考

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）



様式第一号(ー)

金沢市長

(第九条、第二十条及び第二十七条関係)
(第 1面)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)

令和 5年
殿

ポリ塩化ピフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)
の規定に基づき、令和 4年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1.ポリ塩化ビフェニノレ廃棄物に0いて

保營事業場の名称

金沢市役P
令和 5年 5,29

保管事業揚の所在地

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及ぴ氏名

ご減第
受付

保管の揚所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

林病院

金沢市本町1丁目2番27号

番号

金沢市本町1丁目2番27号

廃筵物の種類

届出者
住所

氏名

電話番号

病院長松田一郎

廃棄物の型式等

金沢市本町1丁目2番27号

医療法人社団白銀会
理事長松田一郎
(法人にあ0ては、名称及び代表者の氏宅)

076-261-8ι81

処分予
定

午月

5月26日

量

総重量
{:古"た0

重置X台敦)

電話番号

濃度
区分

076-261-8181

保管の状況

処理業者との

調整状況
参考事項

A列4番〕

姓状
・造岩畠型式製造年月表示記号 一

れ

れ
の
そ

ー
お

1
牙

等
熊

レ
羊

容
X
の

数
は
器
数

台
容抵



(第2面)
4

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物(④の場合を除く。)

番号

定柊
容量

廃棄物の種類

製造者名

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したボリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

定格
容量

番号

型式

廃棄物の型式等

廃棄物の種類

馴造者名

製造年月

型式

参考事項

表示記号
等

定格
容量

製造年
月

廃棄物の型式等

表示記号
等

製造者名

台数又は
谷暑呈の数:

量

台数又は
容器の数

型式

量

総重量
(1台当たり

Ⅲ伝X台数)

総重量
(1台当たり

埀岳X台数)

製造年
月

濃度
区分

表示記号
等

濃度
区分

保管開始
年月日

保管終了
年月日

台数又は
容器の数

量

総重量
U台当たり

1丘量X台数)

保管終了
理由

保管開始
理由

濃度
区分

自ら処分した場合

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

処分
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

参考事項

処分委託

年月日

処分を委託した場合

参考事項

処分受託者の
名称

処分

年月日



2 ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。)

林病院

金沢市本町1丁目2番27号

番号

金沢市本町1丁目2番27号

30-001

製品の種類

30-002

変圧器(トランス)

30-003

変圧器(トランス)

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。)

病院長松田一郎

{格

容量

変圧器(トランス)

(第3面)

100

番号

製造者名

製品の型式等

KVA

30

三菱電機

製品の種類

KVA

100

型式

東芝

KVA

RAT

製造年月

三菱電機

P S 6-K6

{格
容量

1978

表示記号

等

RAT

1981

製造者名

絶縁油

廃棄予定
年月

製品の型式等

1979

廃棄の見込み

絶縁油

電話番号

型式

絶縁油

数年以内に建替予定

処分業者との
調整状況

076-261-8181

製造年月

数年以内に建替予定

表示記号

等

数年以内に建替予定

台数Xは
容器の数

量

台数又は
容器の数

量

総重量
(1台当たり

重mX台数)

1

総重量
(1台当たり

皿せX台数〕

濃度
区分

所有開始
年月日

低濃度

参考事項

低濃度

調査の結果
判明

所有開始
場所

低濃度

調査の結果
判明

調査の結果
判明

所有開始
理由

参考事項



(第4面)

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号 製品の種類

備考

定格
容量

1.この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2.届出者や事業場に関する情報に変更があうた場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3.「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業揚を記入すること。

4.「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号(平成28年度の保管状況を届け出る場合の例:28-001)を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5.「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6.「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器(トランス)等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名」、「型式」、「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること(伊上不燃性油) 0

フ.「処分予定年月」の欄には、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8.「量」の欄のうち、「台数Xは容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器にっいては台数(個数)を、その他のものに0いては保管してぃる容器の
数(缶数等)を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であ0ても、小型のものを容器にまどめて保管している揚合であって台数(個数)を把握tる
ことができないときは、保管している容器の数(缶数等)を単位とともに記入すること。

9,「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器に0いては、 1台当たりの重量に台数(個数)を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10.「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11.「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状祝を届け出る揚合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付司、ること。

12.「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
(例:1ドラム缶」、「なし」)。

13.「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。14.

15,「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぽれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

製造者名

製品の型式等

型式 製造年月
ヨ乏司ミ言己号・

等
台数又は
容器の数

量

総重量
(1台当たり

Ⅲ雌X台数)

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項



「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する1 6.

こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17.「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握tる上で参考となる事項を記入すること(伊1:「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、 rpcB濃度△叫/k創、
「今後分析予定」)。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

こと。

18.「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承1物のいずれかを記入すること。
19.「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

「処分午月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。20

「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。21

22.「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。)」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23.「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニノレ使用製品をいう。

24.この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25.「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品にっいては

記載しなくて構わない。

26.この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し(廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。)を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付tべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあ0た日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27.その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28.都道府県知事が定める部数を提出すること。

(第5面)



5 年 6 月 1 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

住　所

氏　名

電話番号

濃度
区分

処理業者との
調整状況

廃棄物の種類

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

容器の
性状

四位例　靖

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

届出者   

の規定に基づき、令和

定格
容量

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

電話番号

量

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

（第１面）

保管の場所

4 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

金沢市泉１丁目1番５号

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

（076）280-1717

金沢市長　　　村山　卓

保管事業場の名称

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）



（日本産業規格　Ａ列４番）



型式 製造年月

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

定格
容量

処分
年月日

表示記号
等

量

濃度
区分

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合

廃棄物の型式等

表示記号
等

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

廃棄物の種類

量

型式 製造年月製造者名

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日定格

容量



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

1 30 KVA
愛知電機

(株)
単相変圧器
ｃ4304

S57 低濃度 2.5mg/Kg

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

工事申請中

製品の型式等

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

台数又は
容器の数

変圧器（トランス）

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

60.01

屋上

量

院長　四位例　靖
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

四位例内科クリニック

金沢市泉１丁目1番５号

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

（076）280-1717

所在の場所



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）



2023 年 5 月 11 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

住　所

氏　名

電話番号

濃度
区分

金沢市増泉3丁目16番18号

金沢市増泉3丁目16番18号

076-242-5151

処理業者との
調整状況

廃棄物の種類

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

容器の
性状

代表取締役　島　洋之

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

届出者   

の規定に基づき、令和

定格
容量

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

電話番号

量

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

（第１面）

保管の場所

年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

金沢市増泉3丁目16番18号

西村　庄平

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

076-242-5151

金沢市長

保管事業場の名称

島屋建設株式会社

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項

島屋建設株式会社

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）



（日本産業規格　Ａ列４番）



型式 製造年月

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

4-1 蛍光灯用安定器 W
SNZ11021
HA-3

1 台 6.3 kg
高濃
度

R4.8.3
中間貯蔵・環境安

全事業(株)

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

定格
容量

処分
年月日

表示記号
等

量

濃度
区分

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

110
×2

2023.5.5

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合

松下電工

廃棄物の型式等

表示記号
等

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

廃棄物の種類

量

型式 製造年月製造者名

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日定格

容量



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製品の型式等

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

台数又は
容器の数

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

量

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

所在の場所



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）





































様式第一号(ー)

金沢市長

(第九条、第二十条及び第二十七条関係)
(第 1面)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)

令和 5

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)
の規定に基づき、令和 5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1.ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

殿

金沢市役所

令和 5年6'-1
ご減第

受付

保管事業場の名称

保管事業場の所在地

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

澁谷工業株式会社メカトロエ場

石川県金沢市若宮町2丁目232番地

号

番号

石川県金沢市若宮町2丁目232番地

廃棄物の種類

コンブンリ、ー
(3kg未満)

定格
介^

総務部浅瀬和人

届出者

住所

氏名

電話番号

廃棄物の型式等

製造者名

10O KVA 東芝

型式

石川県金沢市大豆田本町甲58

澁谷工業株式会社取締役社長澁谷英利
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
076-262-n01

肌TR-

AU毅

製造年月
表示記号

等

S59.8

1 1

処分予
定

年月

年5月29日

不明

台数又
は

容器の
数

R4.12

量

総重量
a台当たり

丞量X台数)

電話番号

個 27.0

濃度
区分

076-262-1201

蚫

容器の
性状

低濃度

保管の状況

ラス

チック

容器

囲い等

の有無

分別・
混在の

別

囲い
無、掲
示有

漏れ等
の

おそれ

分別

1 1

処理業者との
調整状況

なし

参考事項

(日本工業規格 A列4番)



(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物(④の場合を除く。)

番号

定格
谷里

廃棄物の種類

製造者名

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

定格
容量

番号

型式

廃棄物の型式等

廃棄物の種類

製造者名

製造年月

型式

表示記号
等

定格
6、^

製造年
月

廃棄物の型式等

表示記号
等

製造者名

台数又は
容器の数

量

台数又は
容器の数

型式

量

総重量
0台当たり

垂量X台数)

総重量
(1台当たり

重量X台数)

製造年
月

濃度

区分

表示記号
等

濃度

区分

保管開始
年月日

台数又は
容器の数

保管終了
午月日

量

総重量
a台当たり

垣量X台数)

保管終了
理由

保管開始
理由

濃度
区分

自ら処分した場合

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

処分
年月日

参考事項

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分委託
年月日

処分を委託した場合

参考事項

処分受託者の
名称

処分
年月日

参考事項



2.ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。)

番号 製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。)

番号

定格
容亙

(第3面)

製品の種類

製造者名

製品の型式等

型式

定格
谷亙

製造年月

製造者名

製品の型式等

表示記号
等

型式

廃棄予定
年月

製造年月

廃棄の見込み

電話番号

表示記号
等

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

量

台数又は
容器の数

総重量
(1台当たり

重量X台数)

量

総重量
a台当たり

重量X台数)

所有開始
年月日

濃度
区分

所有開始
場所

参考事項

所有開始
理由

参考事項



(第4面)

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号 製品の種類

備考

定格
客量

1.この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2.届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3.「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の棚には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入するごと。

4.「番号」の桐には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号(平成28年度の保管状況を届け出る場合の例:28-001)を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5.「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6.「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器(トランス)等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名」、「型式」、「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること(伊上不燃性油)。

フ.「処分予定年月」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ピフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8.「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の棚には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数(個数)を、その他のものについては保管している容器の
数(缶数等)を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数(個数)を把握する
ことができないときは、保管している容器の数(缶数等)を単位とともに記入すること。

9.「量」の欄のうち、「総重量」の棚には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数(個数)を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10.「濃度区分」の棚には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の谿称である。

「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合11

には、保管しているポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12.「保管の状況」の棚のうち、「容器の性状」の棚には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
(伊上「ドラム缶」、「なし」)。

13.「保管の状況」の棚のうち、「囲い等の有無」の桐には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14.「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

15.「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

製造者名

製品の型式等

型式 製造午月
表示記号

等

台数又は
容器の数

量

参考事項総重量
(1台当たり

重量X台数)

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地



「処分業者との調整状況」の榴には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する16

こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17,「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること(伊上「屋内で保管」、「絶縁抽を抜いたもの」、ゆC"濃度△鵬/k剖、
「今後分析予定」)。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

こと。

18.「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

19.「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20.「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21.「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22.「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。)」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

製品以外のポリ塩化ピフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第即条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23.「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24.この届出書において、「廃棄」とは、ボリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25.「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品につぃては
記載しなくて構わない。

26.この届出に係るポリ塩化ビフェニル靡棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し(廃棄物処理法第12条の3第4項Xは第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。)を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27.その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28.都道府県知事が定める部数を提出すること。

(第5面)



澁谷工業株式会社

試料の区分

分析結果.報告書

試

採取場所

料

採取年月

採取時

名

コンデンサ

採取の区分

コンデンサ1

採

0'15

澁谷工業株式会社メカトロ事業部

特記事項

取

令和3年8月9日

10時00分

様

者

※収集・持込み試料の場合、試料名他採取情報は、ぜ依頼者のお申し出により、記入しました。

貴依頼による絶縁油中のPCB含有量分析に係る結果を炊の通り報告します。

収集

一般財団法人北陸電気保安協会

◆対象機器

製

'ゴニ

造

製

計量証明事業登録石川県第1号(濃度)

NO. P5501361

令和3年8月27日

株式会;一析センター

『^

株式会社、'ター事業本部

〒兜3-12脇リ}1北町三反田273
TEL 076-27フ-3733 FAX 076-27フー

分析担当者島村唯史0毘監ヌ

製造番号

者

造

定格容量

式

総

年

株式会社東芝

BRTR-A町2R

重

◆結果

1984年

量

84506023

10okvA

****

分析項目

ポリ塩化ビフェニル

【備考】

PCB濃度が処理の判定基準ω.5mg/kg)を超えたときは、PCB廃棄物として適正に保管等の処理並びに届出を行う。

(平成17年12月19日環廃産発第051219001号)

分析方法

受電電圧

総

結果

( mg/kg )

油 量

1.2

絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.1.2

(平成23年5月環境省廃棄物・りサイクル対策部産業廃棄物課)

660OV

****

判定基準
( mg/kg )

0.5

検出下限値
( mg/kg )

日
訂



様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出害（保管事業者及び所有事業者用）

令和5 年 7 月4 日

金沢市長 殿

届出者
住所石川県金沢市大豆田本町甲58

氏名澁谷工業株式会社取締役社長澁谷英利
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-262-1201

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条k
の規定に基づき、令和 5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

ｌ

‐

１

１

１

１

Ｉ

’｜
’

澁谷工業株式会社第1技術棟

石川県金沢市大豆田本町甲58

保管事業場の名称

保管事業場の所在地

’’総務部浅瀬和人 076-262-1201特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

石川県金沢市大豆田本町甲58保管の場所

①前年度の3月3旧に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

’ 量 保管の状況’ 廃棄物の型式等
処分予

定

年月

台数又
は

容器の
数

濃度

区分
処理業者との

調整状況
分別・

混在の
別

漏れ等

の

おそれ

参考事項総重量
（1台当たり

重母×台数）

番号 廃棄物の種類 容器の

性状
等
無

い
有

囲
の

表示記号

等
定格
容量

型式 製造年月製造者名

－

R6.3

呵

R6.3

囲い

有、掲

示有

一

コンデンサー
(3kg以上）

BRTR-

A6J2R
なし低濃度 分別 なし1 個 24.0 kg1983年 不明東芝75 KVA1

囲い

有、掲
示有■

コンデンサー
(3kg以上）

BRTR-

A6JIR
低濃度 なし 分別 なし26.0 kg1 個1978年 不明東芝75 KVA

(日本工業規格A列4番）



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

量廃棄物の型式等
濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

総重量
（1台当たり
重最×台数）

参考事項廃棄物の種類番号 表示記号
等

台数又は
容器の数

定格
容量

製造年月製造者名 型式

コンデンサー
(3kg以上）

BRTR-A6J2RI 1983年 調査の結果東芝 不明 台 24.0 kg 低濃度 R4. 9. 2175 1(VA1

コンデンサー
(3kg以上）

1978年東芝 不明 台 26.0 kg 低濃度 R4. 9. 2 調査の結果BRTR-A6JIR 175 1(VA2

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量
保管終了
年月日

保管終了
理由

濃度
区分

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

総重量
（1台当たり
亜量×台数）

参考事項廃棄物の種類番号 定格
容量

製造年
月

表示記号
等

台数又は
容器の数型式製造者名

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

自ら処分した場合廃棄物の型式等 量 処分を委託した場合
濃度
区分

総重量
(1台当たり
唾最×台数）

参考事項廃棄物の種類番号 処分
年月日

処分委託
年月日

処分
年月日

製造年
月

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分受託者の
名称鑿|製造者名|型式

台数又は
容器の数

表示記号
等

叶



(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名

’所在の場所

①前年度の3月3旧に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ボリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

濃度
区分

製品の種類番号 総重量
（1台当たり

重量×台数）

参考事項定格
容量

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

表示記号
等

台数又は
容器の数

型式 製造年月製造者名

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量
所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

総重量
（1台当たり

璽量×台数）

製品の種類 参考事項番号 台数又は
容器の数

定格
容量

表示記号
等

製造者名 型式 製造年月



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

量製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

総重量
（1台当たり
亜景×台数）

参考事項製品の種類番号 定格
容量

台数又は
容器の数

表示記号
等

型式 製造年月製造者名

■

1． この届出書は、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフエニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の柵には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフエニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフエニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



(第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビブェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28~都道府県知事が定める部数を提出すること。



分析結果総括表

令和4年9月2日

様澁谷工業株式会社

計量証明

株式会社

〒923-1253石

TEL:076

貴依頼による絶縁油中のPCB含有量分析に係る結果を以下に示します。

件名:PCB含有分析

評!報織聯

F 備考単位結果 基準試料名

mg/k90.5以下変圧器

コンデンサ1

コンデンサ2

以下余白

0.17

mg/k9 基準超過(低濃度）0.5以下2.1

mg/k9 基準超過(低濃度）0.5以下0．67
、=

〔

備考：

分析の結果､基準を超過する絶縁油の使用が確認された機器は『ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推
進に関する特別措置法』により以下の事項が義務付けられます。

1．都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては､市長又は区長)への届出
2．法で定める期限内(2027年3月31日)までの処理

3．譲り渡し及び譲り受けの禁止

4．廃棄物処理法で定める｢特別管理産業廃棄物管理責任者｣の設置

5．廃棄物処理法で定める｢特別管理産業廃棄物保管基準｣に基づく適正な保管
同基準には飛散･流出･地下浸透･悪臭発生の防止などがあります

1/1



分析結果報告書

No.P5601235

令和4年9月2日様澁谷工業株式会社

コンデンサ

コンデンサ1

試料の区分

試料名 計量証明事業登録石川県第1号(濃度）

株式会 分析センター

小坂町中18番地4

澁谷工業株式会社

第一技術棟電気室

採取場所

〒920-08 ］

採取年月日

採取時間

令和4年8月15日

9時43分

ンター事業本部

川北町三反田273

株式会社

鱈鶴〒923-12

TELO76-277-3733

分析担当者

FAXO

島村

収集

一般財団法人北陸電気保安協会

採取の区分

採取者仁

特記事項

’
’

貴依頼による絶縁油中のPCB含有量分析に係る結果を次の通り報告します。

◆対象機器

製造者

型 式

製造年

製造番号

定格容量

総重量

株式会社東芝

BRTR-A6J2R

1983年

83507731

75kVA

24kg ’
(‐ １

１
6600V(一次）

＊＊＊＊

受電電圧

総油量

◆結果

検出下限値
(mg/kg)

判定基準
(mg/kg)

結果
(mg/kg)

分析項目

ポリ塩化ピフェニル 0.5以下 0．152.1

絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.1.2

(平成23年5月環境省廃棄物･リサイクル対策部産業廃棄物課）
分析方法

【備考】

PCB濃度が処理の判定基準(0.5mg/kg)を超えたときは､PCB廃棄物として適正に保管等の処理並びに届出を行う。

（平成16年2月17日環廃産発第040217005号）

※収集．持込み試料の場合､試料名他採取情報は､ご依頼者のお申し出により､記入しました。



分析結果報告書

No.P5601236

令和4年9月2日様澁谷工業株式会社

コンデンサ

コンデンサ2

試料の区分

｜ 試料名 計量証明事業登録石川県第1号(濃度）

分析センター

小坂町中18番地4

澁谷工業株式会社

第一技術棟電気室

採取場所

令和4年8月15日

9時40分

採取年月日

採取時間

ンター事業本部

川北町三反田273

TELO76-277-3733FAXO

分析担当者島村

収集

一般財団法人北陸電気保安協会

採取の区分

採取者F

特記事項

貴依頼による絶縁油中のPCB含有量分析に係る結果を次の通り報告します。

◆対象機器

株式会社東芝者
一
式
一
年

製造

型

製造

製造番

定格容

総重

BRTR-A6J1R

1978年

78508506

50kVA

26kg

号

｜
’

〔
’

6600V(一次）

＊＊＊＊

受電電圧

総油量

量
一
量

◆結果

検出下限値
(mg/kg)

判定基準
(mg/kg)

結果
(mg/kg)

分析項目

0.5以下 0．15ポリ塩化ビフェニル 0．67

絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.1.2

(平成23年5月環境省廃棄物･ﾘｻｲｸﾙ対策部産業廃棄物課）
分析方法

【備考】

PCB濃度が処理の判定基準(0.5mg/kg)を超えたときは､PCB廃棄物として適正に保管等の処理並びに届出を行う。
（平成16年2月17日環廃産発第040217005号）

※収集．持込み試料の場合､試料名他採取情報は､ご依頼者のお申し出により､記入しました。





午 岬

I伊

(第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和タ年ぢ~月zf日
殿

様式第一号（一）

余沢市長

者
住
氏

出届

石川県金沢市神宮寺3丁目7番17号
株式会社スクリーンプロセスクニエダ

代表取締役国枝千晶

所
名

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-251-1155

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第1
の規定に基づき、令和 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称

保管事業場の所在地

’ ｜ 電話番号 ’電話番号特別管理産業廃棄物管琿責任者の職名及び氏名

’保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

保管の状況廃棄物の型式等 量

濃度

区分

処分予定

年月

処分業者との

調整状況
総重量
（1台当たり

箇亜x台数）

参考事項廃棄物の種類番号

蕊鰡塔型式製造年月赫記鶚
台数又は

容器の数

容器の囲い等分別。 漏れ等の

性状 の有無混在の別おそれ

！



l●

(日本工業規格A列4番）

(第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物

廃棄物の型式等
にj、

LL』

濃度

区分

保管開始

年月日

保管開始

理由
総重量
(1台当たり重

堂x台数）

参考事項廃棄物の種類 台数又は

容器の数

番号

襄鶯 i製造者名｜ 型式 ｜製造年月~ ■

表示記号等

■
■
■

■
■
■

’
’
一

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等
昼
哩

濃度

区分

保管終了

年月日

保管終了

理由

移動先の保管の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地

Ⅱ
■
ﾛ

参考事項廃棄物の種類 総重量
（1台当たり

重量x台数）

番号 台数又は

容器の数蕊:雌都:型式|製造年月1赫記鵠

I
画

■

Ｆ

■

■

■

耳

ｑ

■

■

ｑ

ｑ

旬

旬

■

■

ｑ

■

■

句

守

ａ

ｓ

句

争

。

●

畢

●

争

▽

■

■

申

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

ｑ

■

●

■

■

■

９

甲

＆

■

■

●

守

寺

●

ｐ

由

■

守

ら

■

巳

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 自ら処分した場合量 処分を委託した場合
濃度

区分朧讓
台数又は

容器の数

参考事項廃棄物の種類番号

鱒製造者名;型式i製造年月|赫記鶚
処分後の廃棄物の

種類及び処分先

処分
年月日

処分委詔処分受託者の
年月日 ： 名称

処分
年月日

■

■

■

■

旧

■

凸

■

■

＆

■

■

凸

■

■

■

■

■

●

■

■

■

９

Ｆ

■

Ｂ

■

い

■

■

■

ｐ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

８

■

■

■

■

■

■

■

■

日

Ⅱ

Ⅱ

０

Ⅱ

Ⅱ

０

Ⅱ

Ⅱ

■

■

酉

■

●

■

■

●

●

凸

■

■

●

ｇ

■

い

り

■

■

●

●

■

■

甲

■

■

■

■

寺

■

、

■

Ｕ

■

■

■

■

■

Ⅱ

■

■

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

■

■
６
９
Ⅱ
０
■
Ｂ
２
０
９
１
Ⅱ
Ｉ
，
■
Ｂ
Ⅱ
Ｅ
Ｇ
Ⅱ
Ｅ
８
１
Ⅱ
１
４

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
日
日
Ⅱ
Ⅱ
■
■
日
■

■

Ｇ

Ｂ

ｐ

Ｆ

Ｄ

ｐ

■

Ｄ

Ｄ

Ｆ

、

■

Ｆ

Ｄ

ｐ

Ｆ

ｐ

Ｐ

Ｄ

Ｆ

Ｆ

Ｄ

Ｐ

■

Ｕ

Ｄ

Ｆ

ら

Ｆ

Ｆ

Ｄ

ｐ

Ｆ



(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

株式会社スクリーンプロセスクニエダ所在事業場の名称

所在事業場の所在地 石川県金沢市神宮寺3丁目7番17号

|電話番号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名
代表取締役国枝千晶 076-251‐1155

’所在の場所 屋外キューピクル

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み
１
１
‘

・
ｉ

ｆ
！

濃度

区分
総重量
(1台当たり重

量x台数）

製品の種類 参考事項番号

鑿;製造者名; 型式 i製造年月|赫記鰐
廃棄予定

年月

処分業者との

調整状況

台数又は

個数

■

■

Ｐ

？

■

▽

■

■

ｒ

■

■

ｒ

ロ

■

ワ

■

■

ワ

■

■

ワ

■

■

■

■

旧

甲

■

■

甲

凸

ｐ

■

■

旧

■

■

■

■

Ｇ

Ｂ

■

申

り

■

伊

ｐ

■

■

■

Ｉ

Ｆ

■

■

■

■

ｇ

■

■

■

■

■

■

■

■

旧

■

■

り

り

■

■

■

■

■

PCB濃度0.57mg/

k9
動力変圧器 75kVA ;三菱電機: RA-T : 1979年I － 低濃度5－001 420kgI

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始

年月日

所有開始

場所

所有開始

理由
総重量
(1台当たり重

量x台数）

製品の種類番号

鑿1製造者名i 型式E
f

参考事項台数又は

容器の数
製造年月｜表示記号等



(第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等
１
１

ｔ
Ｉ
！

移動先の所在の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地

所有終了

年月日

所有終了

理由
参考事項製品の種類 総重量

(1台当たり重

蛍x台数）

番号 台数又は

容器の数蕊|製造者名I 型式;
Z

製造年月法示記号等

凸

■

■

■

■

■

■

■

凸

■

ｒ

■

■

Ｕ

■

■

９

■

■

１
１

Ｆ
■
■
甲
■
■
凸
■
即
日
ｇ
叩
凸
■
■

５

。

●

。

３

．

．

．

土

1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ピフエニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の棚には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の柵には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の柵には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の柵には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6~ 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の棚には、変圧器（トランス）等の銘板に記赦されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7~ 「処分予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ピフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の柵には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

備考



11． 「保管の状況」 として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の棚のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の棚のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第5面）
16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19~ 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の棚には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のボリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ボリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフエニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。
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試験方法

試料No.

製造社名

製品名

形式
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番
ロ
万丞些＝I

製造年月

容量

電圧

7

三菱電機

変圧器

RA-T

D200558

1979年

75kVA

6600V/210V

採取年月日

採取場所

試料採取者

2022年6月21日

石川県金沢市神官寺3丁目7番17号

一般財団法人北陸電気保安協会

金沢地区本部

備 考

、当重電機器は、環循規発第1910112号及び環循施発第1910111号(令和元年10月11日)により、

絶縁油中PCB濃度が、ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準である0.5mg/kgを

超えているのでPCB汚染物に該当します。

､5000mg/kg以下は低濃度PCB汚染物、 5000mg/kg超過は高濃度PCB汚染物です。

逵全近法検出下限値(ⅧL) :015mg/k9

低濃度

PCB

§重量

日
ｔ
一

420kg

105L

0．57

平成23年5月
環境省

大臣官房廃棄物.リサイクル

対策部産業廃棄物課

絶縁油中の微量PCBに関する
簡易測定法マニュアル

第3版2.1.1

｢高濃度硫酸処理/シリカケ
ルカラム分画/キャピラリー
ガスクロマトグラフ/電子捕

獲型検出器(GC/ECD)法」
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様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

年 月 日

金沢市長 殿

届出者

住所石川県金沢市畝田中2丁目7番地
株式会社炭澤鉄工

氏名 代表取締役 炭澤吉浩
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-268-2711

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ピフエニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条｜

の規定に基づき、令和 5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

１
１

’株式会社炭澤鉄工
石川県金沢市畝田中2丁目7番地

保管事業場の名称

ｌ

ｊ

Ｉ

保管事業場の所在地

|電話番号|電話番号’代表取締役 炭澤吉浩特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏瑞 076-268-2711

倉庫保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

｜ 堂 ｜ 保管の状況廃棄物の型式等
処分予

定

年月

台数又

は

容器の

数

濃産

区分

処理業者との

調整状況
分別・
混在の

別

参考事項総重堂
（1台当たり

重壁×台数）

廃棄物の種類番号 容器の

性状

漏れ等の
おそれ

等
無

い
有

囲
の

定格
容盈

表示記号

等
製造年月製造者名 型式

『

唖
■

l
m

囲い

無、掲

示有

lAO220Y-

620
見積依頼中なし 分別 なし1988年

《
ロ 102.0 kg15 KVA 1FHB-SO変圧器（トランス） 北賎敵機製造1

’’’



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物

愚廃棄物の型式等
保管開始
理由

濃度
区分

保管開始
年月日

参考事項総重堂
（1台当たり

砿哉×台数）

廃棄物の種類番号 台数又は
容器の数

表示記号
等

定格
容量

製造者名’ 型式 ｜製造年月

| ， |"豊"ゞ些" | ""変圧器（トランス） 15 KVA1
設備更新時に電路
から取り外したため

低濃度1988年
《
ロ

R5.6. 101AO220Y620 1 102.0 kg北陸電機製造 F1佃一SO

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

濃度
区分

保管終了
理由

保管終了
年月日

参考事項総重量
（1台当たり
重還×台数）

廃棄物の種類番号 製造年
月

定格
容量

表示記号
等

台数又は
容器の数

製造者名 型式

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

’’

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等

定格
容量

製造者名 型式
製造年
月

表示記号
等

量

台数又は
容器の数

総重量
(1台当たり

重量×台数）

濃度
区分

自ら処分した場合

処分

年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

処分

年月日

参考事項



(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称 株式会社炭澤鉄工

所在事業場の所在地 石川県金沢市畝田中2丁目7番地

|電話番号’電話番号’
ポリ塩化ピフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名
代表取締役 炭澤吉浩 076-268-2711

’ キュービクル内所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

濃度
区分

参考事項総重量
(1台当たり

瞳壁×台数）

製品の種類番号 廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

定格
容量

表示記号
等

製造者名 型式 製造年月

北隆電".| FHB-SO | '988年 l ''W- 1 台' 102.0 kg見積依頼中 低濃度変圧器（トランス） 1.8mg/k9R8.315 KVA1

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

参考事項総重量
（1台当たり

重量×台数）

製品の種類番号 台数又は
容器の数

定格

容量

表示記号

等
製造者名 型式 ｜製造年月

’



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了
理由

所有終了
年月日

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地I

参考事項総重堂
（1台当たり

砿壁×台数）

製品の種類番号 定格
容量

台数又は
容器の数

表示記号
等

型式 製造年月製造者名

1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること （例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ピフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ピブェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ピフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ピフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



(第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の柵には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ピフエニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フエニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフエニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。



No. 1/1

PCB廃棄物写真

事業場名 株式会社炭澤鉄工

対象機器 変圧器

2．対象機器_保管状況(2)1．対象機器_保管状況(1)

’



様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

年 月 日

金沢市長 殿

届出者

住所石川県金沢市畝田中2丁目7番地
株式会社炭澤鉄工

氏名 代表取締役 炭澤吉浩
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-268-2711

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条｜

の規定に基づき、令和 4年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ピフェニル廃棄物について

１
１
１
１

１

１

Ｊ

１

保管事業場の名称

保管事業場の所在地

|電話番号 ’電話番号’特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏紹

保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

I 量 － ’ 保管の状況廃棄物の型式等
処分予
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容器の
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箪邑×台数）

廃棄物の種類番号 漏れ等の
おそれ

容器の

性状

等
無
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等
製造年月製造者名 型式

■
■~

■
| | I | | |



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

保管開始
理由

濃度
区分

保管開始
年月日I

参考事項総重量
（1台当たり

亜量×台数）

廃棄物の種類番号 表示記号
等

台数又は
容器の数

定格
容量

製造年月製造者名 型式

■■■■
③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

濃度
区分

保管終了
理由

保管終了
年月日

参考事項総重量
（1台当たり
霞篭×台数）

廃棄物の種類番号
蕊|製遣者名

製造年
月

表示記号
等

台数又は
容器の数

型式

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

処分を委託した場合自ら処分した場合廃棄物の型式等 量

濃度
区分

参考事項総重量
（1台当たり

重量×台数）

番号 廃棄物の種類 処分
年月日

処分受託者の
名称

処分委託
年月日

処分

年月日
処分後の廃棄物の
種類及び処分先蕊|製適者名|型式|製育年|表零号

台数又は
容器の数

’



(第3面）

2．ポリ塩化ピフェニル使用製品について

所在事業場の名称 株式会社炭澤鉄工

石川県金沢市畝田中2丁目7番地所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号’
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名
代表取締役 炭澤吉浩 076-268-2711

キュービクル内所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。 ）

廃棄の見込み 量製品の型式等
濃度
区分

参考事項総重量
（1台当たり
重量×台数）

製品の種類番号 処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

廃棄予定
年月

定格
容量

表示記号
等

製造者名 型式 製造年月

', KvA|北建"製造| F肥-SO | ]988年 | 1AW- 見積依頼中 低濃度 1.8mg/kg
《
ロ 102.0 kg変圧器（トランス） R8.3 11

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始
場所

所有開始
理由

所有開始
年月日’

参考事項総重量
（1台当たり
瞳量×台数）

製品の種類番号 台数又は
容器の数

定格
容量

表示記号
等

製造者名 型式 製造年月

■■



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品

量製品の型式等
所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

所有終了
年月日

参考事項総重量
（1台当たり

璽壁×台数）

製品の種類番号 定格
容量

台数又は
容器の数型式 |製造年月|表零号製造者名

1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の柵には、ポリ塩化ビブェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること （例：不燃性油） 。

7~ 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビブェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ピフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品以外
のボリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶j 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



(第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17~ 「参考事項」の柵には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受けj及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の柵には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ピフエニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」 とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フエニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビブエニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。



試験報
生
ロ 害

第
測”

A2202443-2-001 号

溌-.血道…ガー貝

様株式会社炭澤鉄工
－

エオネツクス

難騨犠‘件 名PCB分析

採取年月日

採取者

試験名

採取場所

2022年8月 14日

風無電気管理事務所風無辰男

絶縁油PCB含有量試験

石川県金沢市畝田中2丁目7番地株式会社炭澤鉄工地上ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

型式 変圧器F珊一SO

製造番号製造会社 北陸電機製造株式会社 IAO220Y620

| {定耀鐘, ’
出力

(定格容壁）
総重量
(kg)

製造年月日 1988年 10215kVA

御依頼を受けました試料についての試験結果は次のとおりです。

1

試験方法試験結果試験項目

絶縁油中のPCB簡易
定壁法2. 3. 1X

ポリ塩化ビフェニル 1 . 8(mg/kg)

←凸 草色一一一一一
~~~

~~~

以下余白

~~ ー一一一一－一今一一一~~~~ ~ ~ ~~ ~

一●P－－－U－■一一や 巳■~戸一一～－ｰ ー卓aー 白令 b－－－－号■ ー一

一一■~ 由一一一一〒~
一■今や一一一今 竺占一 ~~一甲旦■一一 二一▲一一コ＝ 皿

※分析方法：絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法ﾏﾆｭｱﾙ(第3版）簡易定量法2.3. 1 (平成23年5月環境省）

PCB濃度が処理の目標基準(0,5mg/kg)以下であるときは、 PCB廃棄物に該当しない。

(平成16年2月17日環廃産発第040217005号）

PCB濃度が処理の目標基準(0.5mg/kg)を超えたときは． PCB廃棄物として適正に保管等の処理並びに届出を行う。

(平成17年12月19日環廃産発第051219001号）

油量:24L

備考

■ サ －P →一ー



様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第１面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 5 年 6 月 日
金沢市長　村山 卓 殿

届出者   
住　所 東京都千代田区大手町一丁目３番地１号

氏　名 全国農業協同組合連合会　代表理事理事長　野口 栄
（石川県本部　県本部長　末政 満）

電話番号 03-6271-8111

の規定に基づき、令和 3 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称 全国農業協同組合連合会石川県本部

保管事業場の所在地

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 課長補佐　笹出 恒一 電話番号 076-240-5311

保管の場所

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量 保管の状況

参考事項
製造者名 型式 製造年月

（日本工業規格　Ａ列４番）

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

石川県金沢市古府1-220

石川県金沢市松島2-1（金沢自動車整備工場）

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

処分予定
年月

濃度
区分

処理業者との
調整状況定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

容器の
性状

囲い等
の有無

分別・
混在の
別

漏れ等の
おそれ



（第２面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等 量 自ら処分した場合 処分を委託した場合

参考事項
製造者名 型式 製造年月

4-001 30 KVA 三菱電機 SF-T 不明 1 台 130 kg 低濃度 H34.06.01

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

処分
年月日

変圧器（トラン
ス） 1988年 (株)富山環境整

備
H34.07.2

5



（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称 全国農業協同組合連合会石川県本部

所在事業場の所在地

課長補佐　笹出 恒一 電話番号 076-240-5311

所在の場所

番号 製品の種類

製品の型式等 廃棄の見込み 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

4-001 変圧器（トランス） 75 KVA 三菱電機 SF-T 不明 R6.3 1 台 250.0 kg 低濃度

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

製品の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

石川県金沢市古府1-220

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の
管理責任者の職名及び氏名

金沢市松島1－1（農機施設課内）

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

濃度
区分定格

容量
表示記号

等
廃棄予定

年月
処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

1984年

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）



（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号 製品の種類

製品の型式等 量

参考事項
製造者名 型式 製造年月

備考 １．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    廃棄物については記入しなくて構わない。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    こと。

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地定格

容量
表示記号

等
台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）



（第５面）

１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ





令和 5 年 5 月 26 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

F-1 KVA 松下電器 AF
昭和53年

10月
AF式 1 台 68.0 kg 高濃度

囲い有、
掲示無

分別 なし

F-17 W 東芝 FBF
1968.2～
1970.2

83 台 220.0 kg 高濃度
囲い有、
掲示無

分別 なし

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

倉庫精練㈱　二塚工場

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

量

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

石川県金沢市古府町南459番地

倉庫精練㈱　二塚工場

（第１面）

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

076-249-3131

金沢市長

保管事業場の名称

届出者   

の規定に基づき、令和 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

石川県金沢市古府町南459番地住　所

氏　名

電話番号

倉庫精練株式会社　代表取締役社長　鈴木　秀利

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

076-249-3131

保管の場所

廃棄物の種類
処理業者との

調整状況

生産部　工務課　中野　宏一

定格
容量

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

5

容器の
性状

金属製箱

蛍光灯用安定器 80

コンデンサー
（3kg以上）

その他

30

濃度
区分台数又は

容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

参考事項



Y-11 W 東芝 FBF 1967.5 21 台 59.0 kg 高濃度
囲い有、
掲示無

分別 なし

F17-1 W 東芝 FBF
1968～
1970

5 台 13.0 kg 高濃度
囲い有、
掲示無

分別 なし

F-18 W 東芝 不明
1968～
1970

33 台 85.8 kg 高濃度
囲い有、
掲示無

分別 なし

段ボール
箱

蛍光灯用安定器
段ボール

箱

（日本工業規格　Ａ列４番）

80

蛍光灯用安定器
段ボール

箱

80

80

蛍光灯用安定器



型式 製造年月

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

F-1
コンデンサー
（3kg以上）

KVA AF S53.10 1 台 68.0 kg
高濃
度

R3.4.19
中間貯蔵・環境安

全事業(株)

F-17 蛍光灯用安定器 W FBF
1968.2～
1970.2

83 台 220.0 kg
高濃
度

R3.4.19
中間貯蔵・環境安

全事業(株)

Y-11 蛍光灯用安定器 W FBF 1967.5 21 台 59.0 kg
高濃
度

R3.4.19
中間貯蔵・環境安

全事業(株)

F17-1 蛍光灯用安定器 W FBF
1968～
1970

5 台 13.0 kg
高濃
度

R3.4.19
中間貯蔵・環境安

全事業(株)

F-18 蛍光灯用安定器 W 不明
1968～
1970

33 台 85.8 kg
高濃
度

R3.4.19
中間貯蔵・環境安

全事業(株)

R4.11.11

80 東芝 R4.11.11

80 東芝

参考事項

R4.11.11

80 東芝 R4.11.11

80 東芝

処分を委託した場合

台数又は

容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

濃度
区分

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

量廃棄物の型式等

表示記号
等

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日型式 製造年月

R4.12.20AF式

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は

容器の数

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

濃度
区分

廃棄物の種類

30

自ら処分した場合

松下電器

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号

等

処分後の廃棄物の

種類及び処分先

総重量
（１台当たり

重量×台数）

製造者名
定格
容量

総重量
（１台当たり

重量×台数）

処分
年月日

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

定格
容量

処分
年月日

表示記号

等

量
濃度
区分

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

量



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

所在の場所

電話番号

定格
容量

量

台数又は
容器の数

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

製品の種類

製品の型式等

廃棄の見込み

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり

重量×台数）

濃度
区分

参考事項

製品の型式等

番号

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始

理由
所有開始

場所
所有開始
年月日

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は

容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）
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